
はじめに

　拙稿「新中国の戸籍管理制度」（上）（１）では、

中国の戸籍管理制度が成立した歴史的背景を

考察した上、この制度の成り立ち、特徴及び

問題点について、改革開放前の時期に限定し、

人口移動の状況と結びつけながら検討した。

およそ３０年続いた中国独特な戸籍制度は、

１９８０年代から現在に至るまでその改革が進み、

戸籍管理制度の形式及び内容は大きく変わろ

うとしている。戸籍制度の改革はどのような

道程を辿り、どのような問題をはらんでいる

のか、農村戸籍（農業戸籍）から都市戸籍

（非農業戸籍）への変更条件は何か、等に関す

る研究は必ずしも十分とは言えない。本稿で

は、１９８０年代以降開始した中国の戸籍制度改

革について、中国政府（主に公安部）が通達

した主要な方針・政策をもとに、戸籍販売問

題、地方の戸籍制度改革の事例等にスポット

を当て、１９８０年代・１９９０年代及びそれ以降の

二段階に分けて、戸籍制度改革の過程、現状、

問題点を浮き彫りにしたい。

１　戸籍管理制度改革の背景

　１９７８年末改革・開放政策が始まって以来、

農村では人民公社の解体と個人農家による土

地の請負制の急速な普及、都市では国有企業

の改革、個人経営・合弁会社・外資の独資経

営等多種所有制の並存への承認が進み、計画

経済から社会主義市場経済への変革は急激に

進んでいった。「社会主義」という限定語が付

け加えられているにせよ、市場経済を容認し

た以上、労働市場による労働力の合理的移動、

すなわち労働は他の資源や商品と同じように

市場メカニズムに基づいて移動することが必

要であるが、中国において健全な労働市場は

存在していないのが現状である（２）。１９５０年代

末頃から実施してきた戸籍管理制度は、人々

の移動、とりわけ農村から都市への移動を厳

しく制限した結果、労働移動が遮断された。

ところが、約半世紀にわたって維持されてき

た戸籍制度は、近年、経済発展の桎梏となっ

ているばかりでなく、都市と農村の二重社会

構造を形成させ、国民間の不平等を人為的に

作り出す政策的・制度的問題として指摘され、
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批判されている。このように、戸籍管理制度

の改革は、経済制度・社会制度の諸改革の流

れの中で必然不可避的になってきたのである。

戸籍制度とリンクしていた食糧制度、就業制

度、医療・住宅・教育・年金保険等の社会福

祉制度の変革も着実に進行し、都市戸籍に付

随していた安価な食糧や副食品の配給、都市

住民に対する就職・住宅・年金の保障など数

多くの特権が次第に改革・廃止され、都市戸

籍の魅力はこれまでに比べ、かなり薄れてき

たことも、戸籍制度改革の追い風となってい

る。

　一方、人民公社解体後の個人農家による土

地請負制のもとで、一人当たりの請負面積が

少なく、農村の余剰労働力問題は顕在化して

きた。郷鎮企業による労働力の吸収も限定的

であり、農民の多くは「離土不離郷」（農業か

ら離れるが、故郷からは離れない）には満足

しなくなり、彼らは職を求めて都市部に流入

した。都市に流入した出稼ぎ労働者は「農民

工」、「盲流」とも呼ばれ、その数は現在８,０００

万人～１億人と推定されている。その中の一

部は「離土離郷」（農業を離れ、故郷の農村も

離れる）を目指し、長期間に都市で働き、安

定的に都市で生活するために、都市戸籍を強

く求めるようになった。

　そうした中で、１９５０年代に完成された計画

経済の産物――戸籍管理制度は、必然的に労

働市場による労働力の合理的移動という市場

経済原理と衝突し、改革せざるを得ない段階

に来ている。戸籍改革は他の諸改革に比べて

かなり立ち遅れたが、１９８０年代半ばより動き

出したのである。以上の背景のもとに、中国

政府はこれまで堅く閉じていた「城門」（都市

への入り口）を少し開き、戸籍制度改革の第

一歩を踏み出した。これがすなわち１９８４年１０

月国務院（内閣）公布の「集鎮〈町〉への農

民の移入・定住に関する通知」であり、中国

の本格的な戸籍管理制度の改革の始まりで

あった。

２　戸籍管理制度改革の開始と進展

１）１９８０年代の改革

　①１９８０年代初期の緩和措置

　１９８０年代における本格的戸籍制度改革の発

端は８４年国務院通知であると見ることができ

る。それ以前は１９７０年代末から８０年代初めに

かけて、いくつかの緩和措置が取られたもの

の、ごく特殊な地域におけるごく一部の人に

限定され、改革・開放政策が始動したにもか

かわらず、引続き人口移動の制限政策を維持

するという政府の基本原則には変わりがな

かった。例えば１９７９年から、鉄道、航空、兵

器、船舶、宇宙開発等の分野において、地域

内での移動を認めるようになったが、これは

技師と管理職に限定しており、同一業界内の

移動が条件であった。また１９８０年１月２１日、

民政部、公安部等の連名で「関於逐歩解決職

工夫妻長期両地分居問題的通知」（「従業員の

長期的夫婦別居問題の解決に関する通知」）が

出され、「両地対調」（二地域間の戸籍・職場

の交換）が奨励されたが、これも基本的には

大都市から中小都市へ、内地から辺彊へ、一、

二線地区から三線地区（３）への移動が原則で

あった（４）。これらは戸籍制度の改革には程遠

く、戸籍政策上の個別的な調整措置にとど

まっていると考える。

　②１９８４年国務院通知

　改革の契機となったのは、１９８４年１０月１３日

国務院が発令した「関於農民進入集鎮落戸的

通知」（「集鎮への農民の移入・定住に関する

通知」）であり、その主な内容は次の通りであ
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る（５）。

　第一、集鎮で工業・商業・サービス業を営

み、または従事している農民及びその家族は、

安定した住所と経営能力がある者、郷鎮企業

で長期間にわたって働いている者が、申請す

れば集鎮への転籍が認められる。取得した戸

籍は『自理口糧戸籍』（食糧自弁戸籍）であり、

取得者は「非農業人口」として統計に集計さ

れる。第二、食糧部門は「加価糧油」（政府補

助のない高価格の食糧と食用油）を確実に供

給しなければならない。第三、地方政府は、

転籍者に対して住宅の購入・賃貸の便宜を図

らなければならない。

　この通知は、急増する集鎮に移住した企業

の経営管理者や一般従業員を対象としている

ため、それ以外の農村住民が各々の意志で自

由に農村から都市への転籍を認めるには至ら

なかった。また「食糧は自弁する」、すなわち

都市戸籍者が享受している低廉な公定価格の

配給食糧が得られないことを前提とした。さ

らに医療、年金、就職、居住等に関しても、

自己責任で解決し、政府は面倒を見ないこと

としている。したがって、これらの転籍者は

厳密に言えば、都市戸籍にも農村戸籍にも属

さない、第３種類の戸籍の所有者であり、彼

らは統計上では「非農業人口」として取り扱

われるものの、その身分は都市住民でもなく

農民でもない曖昧な存在となっている。この

意味では、１９８４年１０月通知による改革は大き

な限界があったと言わねばならない（６）。しか

し、「食糧自弁」という条件付きの戸籍ではあ

るが、数十年も厳しく制限してきた農業戸籍

から非農業戸籍への転籍が初めて政府によっ

て認可された意味は大きく、それは新中国の

戸籍制度史上の画期的な改正であり（７）、戸籍

制度改革の一つの突破口となった（８）と評価さ

れている。この国務院通知に基づいた政策が

実施されてから８６年末まで、全国１６３万４,０００

戸の農村世帯、４５４万３,０００人の農民が「食糧

自弁戸籍」を取得し（９）、少なくとも戸籍上で

は新しい都市住民となった。

　「食糧自弁戸籍」の成功例として、いわゆる

「龍港モデル」と呼ばれる浙江省蒼南県龍港鎮

が注目を浴びた。６,０００人余りが居住し、五

つの貧しい漁村からなる龍港は、１９８３年１０月

鎮（町）となり、８４年から鎮への出資者に宅地

を提供し、さらに戸籍審査、土地使用権の移

転、個人経営の登録手続き等の面において優

遇措置を取った結果、短期間に人口・資金が

集まり、１０年後の１９９４年に人口規模１３万人を

有する現代的工業都市に成長し、全国初の

「農民都市」として持てはやされていた（１０）。

　③「暫住戸籍」と暫住人口管理

　「食糧自弁戸籍」と同時に、１９８０年代改革の

もう一つの動きは、「暫住戸籍」の発行である。

農村余剰労働力の顕在化、内陸部と沿海部、

農村と都市との所得格差を背景に、出稼ぎ労

働者は農村から沿海部大都市を中心とする経

済発達地域へ大挙して押しかけてくるが、そ

の規模は実際の労働需要をはるかに上回った

ため、一時、「盲流」と呼ばれる出稼ぎ労働者

による犯罪は社会問題となり、彼が都市の治

安を脅かす不安定要素と思われていた（１１）。こ

うした出稼ぎ労働者を管理するために、１９８５

年から政府は１６歳以上、都市に３ヶ月以上住

む非都市戸籍者を対象に、「暫住戸籍」を交付

することを決めた。「暫住戸籍」は正式な都市

戸籍ではなく、それは文字通り、「暫くの間に

都市に居住する臨時戸籍」であり、都市の社

会秩序を維持するための応急措置という性格

を帯びているが、制限できなくなった労働移

動への追認であったと言えよう（１２）。
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　「暫住戸籍」を保有すれば、公安部門の強制

退去の対象から除外されるが、それを受領す

るための費用や煩雑な手続きを嫌って受領し

ない出稼ぎ労働者は数多く存在している（１３）。

そのため、出稼ぎ先の地方政府は１９８０から９０

年代にかけて厳しい管理措置を取ってきた。

例えば、１９９８年１１月天津市人民政府が制定し

た『天津市暫住人口戸政管理規定』の中には、

いかなる企業または個人は暫住証を受領せず、

暫住戸籍を申請していない者を宿泊させては

ならない（第１４条）、いかなる企業または個人

は暫住証を所持しない者を雇用してはならな

い（同上）、管理規定に従い暫住証の受領、交

換、取消を行わない者は、公安機関によって

その直接責任者または本人に警告する、また

は２００元以下の罰金を処することができる（第

１６条）、等が記されている（１４）。

　しかし、地方政府の暫住人口に対する厳し

い管理と対照的に、暫住人口は「暫住戸籍」

を保有していても、「常住戸籍」の保有者であ

る都市住民が享受している諸種の行政サービ

スや医療・年金・住宅・教育の保障が受けら

れない、いわゆる「二等市民」にすぎないと

いう大きな問題が存在する。暫住証を受領す

るために、毎年高額な暫住費、計生費（計画

出産費）、治安費など都市戸籍を持っている

住民に課されない費用を支払わなければなら

ず、暫住者の子弟は現地の学校に通おうとす

れば多額の「借読費」（「借読費」とは、農村

戸籍の子供が都市の学校に通う時に納めなけ

ればならない費用である）や「賛助費」（学校

に対する助成金）を納入しなければならない

が、これは都市戸籍の所有者が支払う必要が

ない。このような強制的に徴収される費用は

一種の差別的な「身分税」であると指摘され

ている（１５）。こうした差別がなくならない限り、

真の戸籍改革とは到底言えないであろう。

　２００３年現在全国暫住人口は６,９９３万人、こ

のうち「務工」（工業・建設業等に従事する）

労働者は４,５７６万人で、６５.４％を占めている。

ちなみに北京市の暫住人口は３６５万人、上海

市３９０万人、広東省は全国トップで２,１３０万人

に上る（１６）。流動人口の急増、「人戸分離」（戸

籍所在地から離れる）現象の拡大に対応する

ため、「暫住戸籍」政策と同時に、１９８４年５月、

身分証制度が北京で実験的に実施された後、

８５年９月６日、全国人民代表大会常務委員会

（国会）において『中華人民共和国居民身分証

条例』が可決され、全国で実施された。居民

身分証は戸籍管理制度の現実性・有効性が薄

れて、行政管理における戸籍制度の及ばない

面を補うために発行したものであるが、現在

は戸籍制度と並存し、戸を単位とする管理か

ら個人を単位とする管理への過渡的な役割を

果たしており、戸籍制度の更なる改革に基礎

を作ったと評価されている（１７）。

　④戸籍販売問題

　１９８０年代の戸籍改革に関連するもう一つの

動きは形を変えた戸籍販売である。戸籍販売

は１９８０年代半ばに始まり、９０年代に入ってか

ら全国に風靡し、とうとう戸籍変更の決定権

を握っている地方政府官僚の汚職に発展す

る（１８）など、大きな社会問題になったため、政

府は禁止に乗り出すに至ったのである。

　１９８６年安徽省天長県（１９９４年天長市に改め

る）秦欄鎮は、工業、商業の専門技術を有す

る農民が一人当たり５０００元の「建鎮費」（鎮建

設費）を納入すれば、秦欄鎮での定住権を獲

得できると発表した。建鎮費を徴収した鎮政

府はこの資金を運用し、新住民の福祉に当て

たり、不動産開発を行って、新築住宅を割引

価格で新住民に販売したりした結果、２、３
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年の間に秦欄鎮はビルが聳え立つ新しい町に

発展し、人口は１,０００人余りから１０倍の１０,０００

人近くに増加した。これは実質的に非農業戸

籍を商品として販売した全国最初の事例であ

る（１９）。

　続いて１９８８年、河北省泊頭市はインフラ建

設資金を捻出するために、新しい市民を受け

入れる条件として戸籍販売を決定した。泊頭

市に投資、または事業を興す者は、一人当た

り３５,０００元の都市建設費を支払えば、当該市

の戸籍を受領できるだけでなく、企業の建設

用地も市政府から与えられる、という内容で

あった。新政策が発表して４ヶ月の間に

１,０００人以上の申請者が殺到し、これによる

市政府の収入は市のインフラ建設費５年間分

に当たる５１０万元に達したという（２０）。しかし、

その後、泊頭市のこうした露骨な戸籍販売は

関係部門や世論の非難を招き、中断せざるを

得なかった。

２）１９９０年代及びそれ以降の改革

　１９９０年代に入ってからの戸籍改革は、さま

ざまな問題を抱えながらも、８０年代の改革に

比べて大きく前進した。この時期を９０年代前

半とそれ以降に分けて見ることができるが、

９０年代前半までは中央政府による改革の総体

方案の制定と地方政府による独自の改革が並

行し、この時期においても、都市インフラ建

設のための資金集めを口実に、地方政府によ

る公然たる都市戸籍の販売が蔓延り、８０年代

にも増して大きな社会問題となった。９０年代

後半以降では、国務院・公安部による重要な

改革案が次々と発表され、これに基づいて、

各地方の改革はようやく統一される方向へと

向かい、戸籍管理制度はいよいよ本格的改革

段階に入ったのである。次は、１９９０年代前半

中国政府の戸籍改革総体方案の作成、商品化

された戸籍販売の拡大及びこれと関連する

「青色戸籍」について取り上げ、さらに９０年代

後半以降の戸籍制度改革の過程と内容を検討

する。

　①国務院戸籍改革総体方案の作成

　１９８０年代において、戸籍制度周辺の諸経済

制度・社会制度の変革に連動し、戸籍制度も

徐々にではあるがさまざまな形で改革が進み

始めた。しかし、これらは部分的な改革とい

う側面が強く、国全体の改革案、すなわち、

１９５８年の戸籍登記条例に取って代わる改革方

案はいまだに制定されていなかった。戸籍制

度改革の呼声（２１）が高まるにつれ、１９９２年末よ

り、国務院を中心とし、公安部、国家計画委

員会、財政部、農業部、労働部等が協力する

形で調査・研究が始まり、改革の総体方案を

作成するための準備が進められていた。その

結果、１９９３年６月、『国務院関於戸籍制度改革

的決定（征求意見稿）』（戸籍制度改革につい

ての国務院決定〔草案〕）が作成された。その

内容は次の通りである。戸籍を農業戸籍と非

農業戸籍に区別する現行の制度は非科学的な

ものであり、それは労働力の合理的流動、中

小都市の正常な発展を妨げ、さらに社会主義

市場経済の確立と社会の安定を阻害している

ため、これを改革しなければならない。具体

的には、『中華人民共和国戸籍法』の作成を目

標に、農業、非農業戸籍を廃止し、住民戸籍

に統一すること、大都市への移住は厳しくコ

ントロールし、中小都市は適切に緩和させ、

小都市・鎮（町）はすべて移住を自由にする

こと、安定した住宅・職業・収入を移住の基

準条件とすること、戸籍と社会福祉を分離さ

せ、食糧の供給・就職・入学・住宅など戸籍

に付着していたあらゆる優遇措置を廃止する
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こと、等が盛り込まれている（２２）。

　「総体方案」は戸籍制度改革に関する目標や

枠組みを打ち出した、中国政府が作成・公表

した最初の方案であり、重要な意味を持って

いる。この方案によって示された目標が実現

されれば、住居の自由と身分の平等はかなり

の程度まで改善できよう。ただし、計画的移

住管理制度が完全に放棄されるわけではなく、

大都市に対する厳しいコントロールが依然と

して継続されていくこと、大都市、中小都市

の人口増加計画はそれぞれ国務院、地方政府

に報告しなければならないこと、等が総体方

案に記されており、「世襲証書のように、身分

制的に人々の人生を世代を越えて運命づけて

きた矛盾の多い戸籍制度」（２３）を抜本的に改革

する方案には至らなかった。

　②戸籍販売の氾濫

　１９８０年代後半に始まった地方政府の戸籍販

売は９２年春より再燃し、８０年代に増した勢い

で全国へ広がった。例えば湖北省襄陽県の都

市戸籍の販売価格は６,０００元、河北省景県、阜

城、故城、冀県、衡水等では５,０００元で売られ

ていた。特に景県ではわずか三日間で約

５,０００人が購入し、販売側は２,５００万元を荒稼

ぎした。河南省平頂山市では、市内の場所に

よって戸籍の価格は異なり、１０,０００元～６,０００

元で販売されていた。９２年１０月、山東省徳州

地区の斉河、寧津、楽陵等の県では、二週間

で数百万元の売上金を得られた。湖南省懐化

市は「開発区住民戸籍」を４,４０２人に販売し、

受け取った「生活福利費」と「新区建設費」

の合計額は３,０１２万元、購入者１人当たりの

支払金額は約６,８００元に上った。また安徽省

全椒県は二日間に７１０の戸籍を販売し、３５０万

元を稼いだ。広東省恵州市では、市内５万元

以上の住宅を購入すれば市の戸籍を与えると

いう政府の広告が新聞に掲載され、反響を呼

んだ（２４）。

　このように、この時期の中国では南から北

へ、大都市から中小都市へと戸籍販売が氾濫

し、多くの地方政府が戸籍販売を荒稼ぎの手

段として利用したことは否定できない。さら

に、浙江省温州市のように、市の戸籍を農民

に販売したにもかかわらず、市政府は農民の

就職について一切責任を負わなかったため、

都市戸籍を入手しても収入がなく、生活でき

ない新市民は立往生し、社会問題となった事

例もある（２５）。中国の農村家庭の１人当たり年

間純収入は、１９９０年６８６.３元、１９９５年１５７７.７

元（２６）だったので、都市戸籍の購入資金は年収

５年分に当たる大金である。なぜ高くても手

に入れたいのか。それは大金をはたいてでも

都市戸籍をほしがる農民の心理がある。農民

は長い間、農業戸籍であるためさまざまな不

利益を受けてきたのだが、子女の世代から都

市住民と同じ福祉厚生・行政サービスを享受

させ、農村戸籍から脱出させたいと考える農

民は少なくない。販売された都市戸籍の価格

は高額とはいえ、そして、それはほとんど中

小都市・鎮の戸籍に限られているとはいえ、

後述する上海市等が発行する「青色戸籍」に

比べれば、手が届く範囲であり、都市戸籍を

夢見る農民にとっては、かなり魅力があった。

　しかし、こうした戸籍販売を問題視する世

論の批判が高まっていたため、政府は各地方

の戸籍販売を阻止することに乗り出し、１９９２

年５月４日「関於堅決制止公開出売非農業戸

口的錯誤做法的緊急通知」（「公然たる非農業

戸籍の販売を断固として阻止する緊急通知」）

を発令した。しかし、戸籍販売は抑制されな

かった。その後の２年間にわたってさらに拡

大し、今日まで断続的に続いている。戸籍販
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売を阻止できなかった原因は、政府（公安部）

が各地域の販売を禁止する方針を打ち出して

いながら、経済開発区、不動産投資等の名目

での資金徴収や「現地有効戸籍」の発行を許

可しているからである。１９９３年まで全国にお

ける戸籍販売の累計数は３００万余りに上り、

それによる収入は２５０億元に達したと推測さ

れている（２７）。

　③「青色戸籍」、「現地有効戸籍」

　前述の戸籍販売は、「青色戸籍」、「現地有効

戸籍」も販売の対象となっていたが、これら

は本質的に１９８０年代の「食糧自弁戸籍」、「暫

住戸籍」と同じもので、都市の「常住戸籍」

でもなく、農村戸籍でもない第３種の戸籍で

あり、いわば改革によって生じた変則的な戸

籍である。その特徴は、発行する地方政府が

認めているものの、正式な都市戸籍として国

が認めておらず、地域間にも互いに認めてい

ない（都市間の移動は不可）「準都市戸籍」と

いうところにある。

　「青色戸籍」は中国では「藍印戸籍」と呼ば

れ、「現地有効戸籍」の一つである。旧来の都

市戸籍と区別するため、一般の戸籍に赤色カ

バー、赤い印が使われるのに対して、青色戸

籍は青色カバーと青い印が使用されるために

この名称がついたのである。この戸籍に対し

て、例えば「富裕層にのみ開放された差別的・

特権的な戸籍である」（２８）、「青色戸籍は戸籍制

度が孕んだ奇形胎児である。……その存在価

値は農村に住みたくないが、都市に住めない

人々に臨時の避難所を提供したにすぎな

い」（２９）などと指摘されており、およそ批判的

見解が多い（３０）が、青色戸籍の弊害を認めなが

らも、それは戸籍改革における有効な試みで

あり、「先富起来」（先に豊かになる）の農民

に「受益者負担」の原理で都市建設費を負担

させることで、国家の財政難がこの新しい財

源で緩和されると同時に、中国の都市化が促

進される有意義な措置であったとの見方もあ

る（３１）。

　では、青色戸籍の取得条件について一部の

地方を例に見てみよう。全国で最も早く青色

戸籍政策を始めたのが遼寧省である。遼寧省

政府は中央政府の方針に先駆けて、１９９１年省

内の市・鎮に対して、大都市では１人当たり

１０,０００元、鎮では３,０００元の都市人口増加収容

費を支払った農民に青色戸籍を発行し、市・

鎮への移住を許可した。その後、青色戸籍を

取り入れる地方は急増し、１０余りの大都市と

１００以上の鎮で実施された。その結果、１９９３

年５月までの２年間に、遼寧省では青色戸籍

を申請し、市・鎮に移住した者は８８,２２６人、

市・鎮政府の集金額は４億６,０００万元に上り、

さらに２０００年までは累計１８億元に達した。沈

陽、大連等の大都市は「増容費」（移住費）が

小都市・鎮の３倍にもかかわらず、約４割の

申請者は大都市を選んだこと、申請者は豊か

な地域からの農民が多く、貧困地域の農民が

少なかったことが特徴である。沈陽市では、

青色戸籍の取得者は３～５年を経過すれば、

一般の都市戸籍に変更できると規定されてい

る（３２）。

　こうした地方の先行改革を追認した形で出

されたのが、１９９２年８月公安部「関於実行当

地有効城鎮居民戸口的通知」（「現地有効の都

市住民戸籍の実施についての通知」）である。

「通知」では、「当地需要、当地受益、当地負

担、当地有効」（「現地の需要に基づき、現地

が受益し、現地が引き受け、現地でのみ有

効」）の原則が唱えられ、各地方の自主的農業

人口の移転策を肯定した形となっているが、

これは事実上、地方政府の戸籍販売の合法化
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につながった（３３）。戸籍販売によって生じた

「準都市戸籍」の登場は都市と農村の二重戸籍

を完全になくせない政府の「苦肉の策」とい

えるが、地方政府にとってこれは資金・人材

を集める絶好のチャンスとなった。９２年８月

公安部「通知」をきっかけに、１０月から遼寧

省の他に、上海、天津、吉林、湖北、山東、

広東、浙江、福建、江蘇、河北、内蒙古、山

西、雲南等の省・市で青色戸籍・現地有効戸

籍の実施が始まった。

　各地域の実施内容は一様ではないが、例え

ば、上海市の場合、１９９４年２月「上海市藍印

戸口管理暫行規定」（「上海市青色戸籍管理の

暫定措置」）が施行され、青色戸籍が導入され

た。暫定措置によれば、上海市に対して、人

民幣１００万元以上、または米ドル２０万ドル以

上の投資者、一定面積（広さ１００fl以上）の住

宅の購入者、専門的人材として上海市の企業

に３年以上雇用されている者は、上海市青色

戸籍を申し込むことができる。青色戸籍の取

得者は以後毎年公安機関の確認を受けなけれ

ばならないが、一定期間（一般は３年前後）

を経過すれば、上海市の常住戸籍に変えるこ

とも可能である（３４）。しかし、上海市の例から

も分かるように、青色戸籍を取得するのに非

常に厳しい条件が設定されている。資金もな

く学歴や特技もない庶民にとっては、上海の

ような特大都市の戸籍は到底手が届くもので

はない。

　④戸籍管理制度改革の重要な進展

　　――１９９７年、９８年、２００１年政府改革案

　１９９７年国務院は公安部「小城鎮戸籍管理制

度改革試点方案」（小城鎮戸籍管理制度改革に

関する試行方案）と「関於改善農村戸籍管理

制度的意見」（農村戸籍管理制度の改善に関す

る意見）を認可し、全国に発令した。この改

革案はそれまでの改革に比べ大きな進展が見

られ、従来の都市・農村の二元的戸籍制度を

廃止する重大な一歩を踏み出した。この改革

案により、小都市に定住先があり、農業以外

の職業によって安定的な収入を得、すでに２

年以上都市で生活している農村戸籍者は都市

戸籍を取得し、都市住民と同様の社会サービ

スを受けることができるとした。その結果、

全国３８２城鎮で試験的に戸籍の切替えが行わ

れ、５４万人の農村戸籍者が都市戸籍を取得し

た（３５）。

　続いて１９９８年７月２２日、国務院は公安部の

意見を批准する形で「関於解決当前戸口管理

工作中幾個突出問題的意見」（現今の戸籍管理

事業における際立つ幾つかの問題に対する意

見）を公布した。この中では、①新生児は父

母のどちらの戸籍に入籍するかは基本的に自

由に選択できる、②夫婦別居の場合、配偶者

の所在都市に一定期間居住していれば、本人

の意思でその都市の戸籍を取得できる、③退

職者が今まで働いていた職場の所在地や戸籍

所在地に戻る際、または配偶者や子女のもと

へ身を寄せる際の戸籍問題を解決する、④都

市部で投資、興業、または住宅を購入する者

とその直系親族が、都市に定住先、職業また

は安定した収入があり、且つ一定期間居住し

ていれば、市の戸籍を取得することができる、

等の内容が盛り込まれている（３６）。戸籍の影響

で長期間にわたって夫婦別居を強いられる問

題、母親が農村戸籍のため、その子も一生農

村戸籍から脱け出せない問題等、いわば非人

道的な部分が改められたことがこの改革案の

特徴であり、評価されている。一方、改革案

では北京、上海等の特大都市、大都市の戸籍

について、引続き厳しく制限し、政策の変更

には慎重な対応が必要と強調しているところ
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は、９７年改革案に共通している。

　さらに２００１年３月３０日、公安部「関於推進

小城鎮戸籍管理制度改革的意見」（「小都市・

鎮における戸籍管理制度改革の推進について

の意見」）が国務院によって認可され、全国に

通達された。そのポイントは次の５つである。

①これまでの青色戸籍、地方都市戸籍、食糧

自弁戸籍は、「城鎮常住戸籍」（都市常住戸籍）

に統一される、②安定した住所、職業または

収入があれば、本人及びその直系親族の戸籍

を都市住民戸籍に変更することができる、③

本人の意志によって、請負った土地の経営権

を保留、または転売することができる、④移

住者に対して入学、就職等において差別して

はならない、⑤むやみに都市建設費を徴収し

てはならない（３７）。この改革案は、農民の請負

農地についてその経営権を保留・転売できる

と規定した内容が注目されている。

　以上の１９９７、９８、２００１年の三つの改革案は、

いずれも中小都市の戸籍改革を目的に、これ

までにない大胆な改革内容を打ち出している。

戸籍変更の条件として、安定した住所、職業

または収入が要求されているが、農村戸籍か

ら都市戸籍に変更するのが不可能だった１９６０

～７０年代、また高学歴か高投資額のいずれか

がなければ都市戸籍を入手できない１９８０～９０

年代前半に比べれば、中小都市に限定すると

はいえ、職業、住居を選択する自由はある程

度実現できたことの意味が大きい。

　２００１年制定された第１０次五カ年計画（２００１

～２００５年）に、２１世紀中国の都市化を推し進

める重要な内容の一つとして、都市と農村の

分断体制を打破し、市場経済システムのもと

で新しい都市・農村間関係を確立することが

強調され、都市に進入した農村労働力に対す

る不必要な制限を取り除き、農村余剰労働力

の都市への秩序ある流動を誘導するなど、戸

籍改革の方針が改めて打ち出された（３８）。中国

政府は戸籍管理制度の改革に本腰を入れたと

見てよかろう。　

３　個別地域における戸籍改革の内容と

特徴

ケース１　河北省石家荘市の事例

　戸籍制度改革の実験は全国の中小都市・鎮

において数多く行われているが、河北省の省

都である石家荘市のように、都市戸籍を取得

するためのほとんどすべての条件を撤廃し、

同市の都市部全域を改革の対象としている

ケースは少ない。最も石家荘市の戸籍改革は、

２００１年まで中央政府の方針に合わせて漸進的

なやり方であった。例えば、１９８４年の「食糧

自弁戸籍」は市の中心部が対象外であるため、

申請者は少数にとどまった。また１９９２年の戸

籍販売風潮の中で同市は購入者１人当たり３

万元という高額の都市建設費を設定していた

ので、予期の効果が現われなかったが、９５年

１万元に下げた結果、約５万人が石家荘市の

戸籍を取得した。１９９８年戸籍改革が全国範囲

に広がり、石家荘市も独自の改革案を作った

が、しかし、市の戸籍の取得条件は、例えば

配偶者と同居生活に入る場合は「結婚５年以

上」、投資の場合は「投資５０万元以上」、「年間

納税額５万元以上または３年累計納税額１０万

元以上」、住宅購入の場合は「住宅面積１００fl

以上または購入価格２０万元以上」等となって

おり、依然として厳しかった。

　以上の過程を経て、２００１年８月石家荘市は

思い切って大胆な改革を実行した。新しく開

始された「戸籍移転新政策」によると、次の

条件を満たしていれば石家荘市の戸籍を取得

できる。すなわち、①市内に合法的な住所及
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び市の戸籍を持つ職員・労働者及び住民の配

偶者・子女・父母（以上は同居が前提）、②市

内で商業を営んでいる者及びその直系親族、

③市内の企業・団体等により招聘または雇用

され、管理者・技術者は１年以上、労働者は

２年以上勤務した者、④市内住宅の購入者及

びその直系親族、⑤大学卒業者のうち、師範

系統は本科（４年制）、非師範系統は短大以上、

特殊な専門系列では中等専門学校以上の卒業

生で、市内単位（企業・機関等）に採用され

た者、⑥農業戸籍を持つ市内在住の女性が、

市外の者と結婚し生まれた子供、⑦第二環状

路以内に居住している農村住民。

　１９９８年改革に比べ、２００１年改革は同居親族

の年齢制限、被雇用者の就業年数制限、最低

投資金額の規定、住宅面積の規定が削除され、

市戸籍の取得条件は大幅に緩和された。改革

の結果、２００１年８月～２００３年６月、４４万６,５００

人が石家荘市の戸籍を取得した。その内訳を

みると、就職者８万７,０００人（１９.４％）、市外

大 学 生 １ 万５,０００人（３.３％）、興 業５,６００人

（１.３％）、住宅購入７,２００人（１.６％）となって

おり、「就地農転非」（実質上都市で生活して

いる区域内農民で、戸籍を農村戸籍から都市

戸籍に変更するのみ）は最も多い３０万５,０００人

で、６８.３％を占めている。しかし、市戸籍取

得者数は新政策の実施による市内人口の膨張

を危惧していた市政府の予想を大きく下回っ

た。以上の改革の結果、石家荘市非農業人口

の比率は２００１年７月の７９％から２００３年６月の

９５％に上昇した（３９）。

　だが市戸籍取得者に対するサンプル調査に

よれば、２３.６％の人は住宅、２０.０％の人は社

会保障、１８.２％の人は収入、１８.２％の人は子

女の入学、９.１％の人は就職の悩みを抱えて

おり、これらの問題の解決は、戸籍改革を断

行した市政府にとって大きな課題となろう（４０）。

ケース２　広東省深 市の事例

　深 市は中国広東省南部の重要な港湾都市

である。１９８０年経済特区に指定されるなど、

改革・開放政策の脚光を浴びて急成長を遂げ

た。人々は高所得と高生活水準を求めて、全

国各地から集まってきた結果、経済成長とと

もに人口が急増し、現在７００万人の常住人口

を有するに至った。しかし、この中に深 市

戸籍を持っている人は１５１万人（４１）にすぎず、

残りの約５５０万人は暫住戸籍に登記されてい

る暫住人口か、またはどちらにも登記されて

いない流動人口である。つまり、暫住人口・

流動人口は深 市戸籍人口の３～４倍という

計算になる。このアンバランスな現象は全国

でも珍しい。

　常住人口に比べ多すぎる暫住人口問題を解

決するために、深 市が取った方法は市の常

住戸籍人口を増やすというものであるが、具

体的には５～１０年間をかけて、暫住人口の中

から一定の条件を満たす者を選別し、深 戸

籍を与えると同時に、全国から新たに投資

家・技術者・高学歴者を誘致し、「入戸」させ

る（深 戸籍を与える）方針を決定した。そ

の内容は次の通りである。

　第一、「技術入戸」。深 市の経済と社会発

展に必要な「技能型人員」――例えば技師以

上の資格を持っている者――及びその配偶者

に深 戸籍を与える。

　第二、「美徳入戸」。これはかなり独特な政

策といえよう。すなわち、社会に貢献し、そ

の成果が認められた人に深 戸籍を与える規

定である。例えば、２００３年、表彰された９０人

の保安員（警備員）に深 戸籍を与えた。ま

た、献血は合計８０００ml以上で、国家無償献血
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金賞を３度連続して獲得した深 市在住・在

勤の者に深 戸籍を与える。

　第三、「納税入戸」。３年連続して３０万元以

上納税した企業の経営者、または５年連続し

て８万元以上納税した個人経営者に深 戸籍

を与える。ただ個人経営者の場合、中級技師

以上の資格を持つ者に限定するという厳しい

条件があるため、２００２年現在までクリアでき

た個人経営者は１人もいないという。この条

件について深 市は再検討中である。

　第四、「投資入戸」。毎年投資額に対する規

定は異なるが、２００２年の規定では、投資額３００

万元以上、独立の法人資格を持ち、初年度に

正常な経営を行いかつ納税した法人企業（の

出資者）に深 戸籍を与えることになってい

る。また、２００万元以上の出資者の配偶者に

深 戸籍を与える。投資による戸籍取得者は

男性４５歳以下、女性４０歳以下に限定されてい

る。

　第五、「大学生入戸」。深 市では新卒大学

生への誘致は一貫して積極的に行われている。

中国の高等教育（大学以上）においての学校

年齢層に占める就学者の比率は１３％であり、

日本の４８％、アメリカの７１％に遠く及ばな

い（４２）。大学生に対する北京、上海、広州、深

 等の大都市間の争奪戦はますます激しく

なってきている。２００３年深 市は１万５０００人

の大学卒業生を受け入れており、史上最多と

なったが、特に不足している電気情報、経済

学、経営管理等を専門とする学生が優遇され

るという（４３）。

ケース３　河南省鄭州市の事例

　河南省の省都鄭州市は人口２４０万人を擁す

る大都市であり、戸籍改革は全国を先駆けて

積極的に行われている。１９８７年、特技を有す

る人材は戸籍を変更せずに都市と農村間を行

き来できる政策を率先して実施した。都市に

活躍の場を得られない技術者は、本人の志望

によって農村の郷鎮企業と自由に契約を結び、

契約期間満了後に再び鄭州市に戻る方法であ

る。この政策は反響を呼び、郷鎮企業に赴い

た技術者は１,４２０人に及んだという（４４）。

　１４年後の２００１年１１月、鄭州市の戸籍取得条

件は大幅に緩和され、次の３条件の中の１つ

さえ満たしていれば、市の戸籍を取得できる

ようになった。すなわち、

　第一、住宅を購入する。購入住宅の面積に

より戸籍の取得人数は異なり、最低限の５６fl

以上を購入すれば、本人およびその直系親族

合計２人が市の戸籍を取得できる。９０fl以上

は３人、１２０fl以上は４人、１５０fl以上は５人

となっている。

　第二、投資または納税する。鄭州市に投資、

興業し、ビジネスを携わる市外の者で、３年

以上市内で経営し、毎年納税額３万元以上、

または１年間納税額１０万元以上に達した者は、

本人および同居する直系親族は、鄭州市の戸

籍を取得できる。外国人投資者の場合、１０万

ドルを投資する毎に１人が市の戸籍を取得で

きる。

　第三、学歴を有している。博士号を持って

いる者は、職業の有無を問わず、鄭州市の戸

籍を取得でき、その配偶者、子女の戸籍も取

得できる。修士号の取得者及び大卒者は、博

士同様、職業の有無を問わず戸籍を取得でき

るが、本人に限定する。短大・専門学校等の

卒業生は、受入れ先があり、且つ人事部門の

許可を得られれば鄭州市の戸籍を取得できる。

　以上のいずれの条件で戸籍を取得しても、

安定的住所、安定的職業・収入（鄭州市最低

生活ライン以上）が必要である。この政策を
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実施した結果、鄭州市は約１０万人が増加した。

　続いて２００３年８月、鄭州市は全国に先駆け

てさらに大胆な改革に踏み出した。つまり、

都市戸籍の制限をほぼ全廃し、市に居住して

いる親戚や友人さえいれば、戸籍を取得でき

る新しい政策を発表した。この措置によって

鄭州市はさらに１５万人増加した。

　しかし、２年間に２５万人が急増したため、

さまざまな問題が発生した。例えば路線バス

などの交通手段は需要に追いつかず、交通難

は市民の日常生活に影響を与えた。また学校

の定員オーバーの問題もあった。２００４年９月

鄭州市小学校の新入生数は史上最高に達し、

９０人クラスを編成せざるを得ない小学校も現

れたという。そして病院や公安機関も人口の

急増で混乱した。

　人口急増への対応に限界を感じた市政府は、

２００４年８月通達を出し、２００３年８月より実施

されてきた新戸籍政策を暫く停止すると発表

した（４５）。共産党機関紙の『人民日報』は鄭州

市の事例について、戸籍改革は農業戸籍を非

農業戸籍に変更するだけですむことではなく、

教育、就職、都市インフラ建設などに関連す

る大きな社会変革であることが、鄭州市の事

例によって証明されたと報じている（４６）。

おわりに　戸籍管理制度改革の問題点と

今後の方向

　中国の戸籍管理制度改革は１９８４年国務院通

知から約２０年経過している。この間、数多く

の政府改革案の制定、実施及び地方における

さまざまな実験が行われ、農村戸籍から都市

戸籍への変更は不可能だった時代に比べれば、

変更するには条件付きではあるが可能となっ

た。これは１９８０年代以来の戸籍制度改革の大

きな成果であり、長い間戸籍制度のもとに存

在しつづけた二重社会の構造を根底から取り

崩す重要な一歩となろう。一連の戸籍改革に

よって、農村から中小都市への戸籍変更は地

域差があるが、かなりの程度まで自由になり、

そして労働制度改革、社会福祉制度改革等に

よって、都市戸籍に付着していた種々の特権

が取り除かれ、農民は都市に移住しやすく

なったことが事実である。

　しかし、現在進行中の戸籍制度改革は、中

国の経済的・社会的矛盾や問題を緩和するた

めの、いわば応急的、事後追認的な措置であ

る感をぬぐいきれない。言い換えれば、都市

に移住したい農民の強い願望と、大都市が受

け入れられない矛盾を緩和するために、差し

当たり多くの町や小都市を作り、農村人口の

受け皿として整備したにすぎず、１９９７年改革

案、２００１年改革案はそのために出されたもの

といえよう。問題は多くの農民にとって、中

小都市や町のみの開放に不満であり、あくま

で大都市への移住を希望していることがほと

んど解決されていない点にある。だがこれに

対して、北京や上海などの特大都市では、依

然として「外来人口」の移入を厳しく制限し

ている。

　「もし戸籍制度は計画経済体制の最後の砦

であれば、北京のような特大都市は戸籍制度

の最後の砦となろう」と喩えられたように、

北京市の戸籍改革は他の都市に比べかなり慎

重である。市政府は市内戸籍への変更を厳し

くコントロールしているのみならず、差別的

とも思われる「外来労働力」（北京市の戸籍を

有しない労働者）人口の雇用・管理政策を

次々と打ち出している。外来労働力人口を縮

小するために、北京市は８０年代末から９０年代

にかけて、２０～２５万人の農民工（農村からの

出稼ぎ労働者）を「整理」したが、その結果、
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１９９５年以降の北京への移入率は継続的に低下

していた。さらに、外来労働者に対して、就

職できる職業や職種を制限し、その種類は

１９９６年の１４から９７年の３２へ、さらに９９年の

１０３に増加した（４７）。これらの政策は北京市戸

籍の失業者を保護するための措置であるが、

明らかに戸籍による不平等を肯定する差別的

な政策と言わざるを得ない。

　鄭州市のように、戸籍改革による都市人口

の急増によって、交通部門や学校は一時的に

混乱したが、戸籍改革の最終目標はやはりす

べての条件を撤廃し、人々は自由に居住でき

ることでなければならない。今後の戸籍改革

は、特大都市・大都市への自由な移住を視野

に入れる更なる改革が必要であろう。中国は

国際社会に仲間入りを果たすためにも、また

国内の政治的安定と経済発展のためにも、農

村住民と都市住民との身分上の不平等を完全

になくし、職業選択の自由、住居の自由を認

め、そのための法整備が求められる。中国政

府・公安部は第十次五ヵ年計画期間中に食糧

自弁戸籍、青色戸籍、現地有効戸籍等を廃止

し、都市と農村との統一された戸籍登録制度

を構築する目標を挙げているが、今年はその

最終年度に当たり、目標を達成するまでまだ

多くの難題が残っている。

注：
（１）『埼玉学園大学紀要』第４号、経営学部編、２００４

年。

（２）柯隆「中国の戸籍制度の改革――労働移動の自

由化と経済発展の関係を軸に――」、『東亜』、２００１

年１２月号を参照。

（３）「三線」とは「三線建設」のことであり、毛沢

東時代の経済発展戦略及び対外的軍事防御構想で

ある。すなわち全国を第一線（東北および沿海地

域）、第二線（内陸の平野部）、第三線（内陸部の

雲南、貴州、四川、陝西、甘粛など全国土の３分

の１に相当する西南・西北地域の１１省）に分け、

第三線（内陸地域）への沿海の工業施設の分割移

転と集中投資を通じて、新しい工業体系の形成と

堅固な対外防御を目指すものであった。新中国建

国後の人口移動・戸籍政策は基本的には内陸部へ

の移入奨励と沿海部への移入制限を中心とするも

のであった。詳しくは呉暁林著『毛沢東時代の工

業化戦略――三線建設の政治経済学』、御茶の水

書房、２００２年を参照。

（４）王海光「当代中国戸籍制度形成与沿革的宏観分

析」、『中共党史研究』、２００３年第３期。

（５）範天吉主編『中華人民共和国居民身分証法与戸

口管理実施手冊』（以下『手冊』と略す）（第一巻）、

吉林音像出版社、２００３年、１８８頁。

（６）シリーズ現代中国経済２　厳善平『農民国家

の課題』、名古屋大学出版会、２００２年、７２頁を参照。

（７）熊谷苑子他編著『離土離郷』、南窓社、２００２年、

松戸庸子執筆「『離土離郷』と戸籍制度」、１８～１９

頁。

（８）張玉林『転換期の中国国家と農民』、農林統計

協会、２００１年、２１１頁。

（９）同上。

（１０）龍港鎮について、王汝亮『中国農民第一城』、

当代中国出版社、１９９４年；丁仕田『龍港鎮誌』、漢

語大詞典出版社、１９９４年；李其鉄『龍港「農民城」

的建設与発展』、学苑出版社、１９９４年、等の研究が

ある。

（１１）２００３年１１月中国国家統計局のサンプル調査に

よると、都市の治安問題として「外来人員違法犯

罪」（移入者の犯罪）を挙げた都市住民は２５.４％に

上り（農村住民８.８％）、賭博（２８.９％）に次いで

２位であった。国家統計局人口和社会科技統計司

編『中国人口統計年鑑』２００４年版、３１９頁。

（１２）当時、沿海部の企業と内陸部の地方政府との

契約による合法的労働移動があった一方、沿海部

の政府や企業の受入許可を受けない「非合法的」

労働流入も多かった。前掲柯隆「中国の戸籍制度

の改革」を参照。

（１３）出稼ぎ先で暫住戸籍の手続きをするために、
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流出地（戸籍所在地）で受領する治安証、労務証、

身分証、婚育証が必要である。王立英「試論我国

城鎮暫住人口的管理」、『人口与経済』、１９９６年第４

期を参照。なお、２００５年８月、筆者は中国Ｘ市公

安局戸籍科を訪問し、担当者にインタビューした

際、「暫住証」（暫住戸籍）の手続きをしない外来

人口は多数存在し、おそらく受領者の何倍もあろ

うと推測されている。この部分の外来人口をどう

見つけ出すか分からず、その把握と管理に困惑し

ているという。筆者がX市公安局で入手した「暫

住証」は本人携帯用であり、日本の運転免許書と

ほぼ同サイズで、写真貼付、記入項目に姓名、性

別、出生年月日、身分証番号、戸籍所在地住所、

暫住地住所等の記入事項がある。これとセットと

なっているのは「暫住人口登記表」であり、「暫

住証」にある項目の他に、学歴、婚姻状況、暫住

理由、元の職業、現在の職業、現住所、勤務先住

所、責任者、家族全員の氏名、性別、出生年月日、

（借宅の）大家の氏名、大家との関係等を記入しな

ければならない。これらの個人情報は公安局に保

存・管理されている。「暫住証」の有効期間は１

年であるが、「暫住人口登記表」は有効期限がなく、

変更事項を追加記録するのみである。

（１４）前掲『手冊』（第三巻）、１１１７頁。

（１５）藍海涛「我国戸籍管理制度的歴史淵源及国際比

較」、『人口与経済』、２０００年第１期。

（１６）公安部治安管理局編『全国暫住人口統計資料

彙編』、中国人民公安大学出版社、２００４年。

（１７）例えば王新華主編『中国戸籍法律制度研究』で

は、新しく作り上げた身分証制度は戸籍制度改革

の重要な一歩であり、それは戸を単位とする人口

管理から個人を単位とする人口管理への転換を推

進したと述べている。中国人民公安大学出版社、

２００１年、１３０～１３５頁。この他にも評価する研究は

多数ある。

（１８）一部の市・区、県の公安局長や戸籍担当係官は、

権力を濫用し、巨額の賄賂を受け取ったとして処

罰された。広州市越秀区某派出所の民警某は悪質

なため、死刑の判決を受けた例もある。田炳信著

『中国第一証件――中国戸籍制度調査手稿』、広東

人民出版社、２００３年、１８５～２０６頁「戸口与犯罪」

を参照。

（１９）前掲『手冊』（第一巻）、１８９頁。

（２０）同上。

（２１）例えば、１９９２年３月、第７期全国人民代表大会

第５回会議において、３２人の代表は連名で『「農転

非」（農業戸籍から非農業戸籍への変更）政策の

改革に関する提案』を提出し、現行の戸籍制度は

経済発展を束縛する桎梏であると主張し、新しい

『戸籍法』の制定と都市・農村の二元的戸籍制度

の廃止を要望した。翌９３年３月、第８期全国人民

代表大会第１回会議において、梁代表ら９人の連

名で、また趙代表ら４人の連名で、それぞれ『「二

元化」の戸籍制度は改革しなければならない』、

『国家の関係部署による戸籍管理の強化と改善を

要望する』議案を大会に提出した。殷志静・郁奇

虹『中国戸籍制度改革』、中国法政大学出版社、

１９９６年、５５～６０頁を参照。

（２２）前掲『手冊』（第一巻）、１９３～４頁、２０４～５頁。

（２３）若林敬子『中国の人口問題と社会的現実』、ミ

ネルヴァ書房、２００５年、２６８頁。

（２４）以上は前掲『手冊』（第一巻）、１９０頁を参照。

（２５）戸籍販売について中国に優れた実証研究があ

る。この研究では、作者は１９９１～９８年中国東部沿

海地域にあるＰ市の戸籍販売過程、売・買者双方

の動機、販売結果等を、戸籍購入者へのインタ

ビューや市公安局の記録資料に基づいて明らかに

し、戸籍販売のマイナス影響が大きく、これは決

して戸籍改革の方向となってはならないと結論し

た。左鵬、周菁「戸口買売与戸籍制度改革――来

自Ｐ市的調査」、『中国人口科学』、２０００年第２期。

（２６）中国国家統計局編『中国統計摘要』、中国統計

出版社、２００４年版。

（２７）韓俊「当代農村経済形勢透視与近代改革的思

路」、『中国農村経済』、１９９４年第１期。

（２８）前掲『離土離郷』、松戸庸子執筆「『離土離郷』と

戸籍制度」、１９頁。

（２９）張効直『当代中国戸口制度的歴史及現状』、前

掲『中国第一証件――中国戸籍制度調査手稿』、２５

頁より。

（３０）例えば、任文は「青色戸籍」政策が戸籍におけ

る根本的な問題を解決できないだけでなく、人
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材・資金がますます沿海地域に集中し、地域間の

経済発展のアンバランスをもたらすマイナスの影

響が大きいと断言している。任文「市場経済下的

戸籍制度改革」、『中国人口科学』、１９９９年第１期。

（３１）曹景椿「関於『藍印戸口』問題的思考」、『人口

与経済』、２００１年第６期。

（３２）遼寧省の事例について、曹景椿「藍皮藍印戸口

引発的思考」、『人口与経済』、１９９３年第５期；同

「関於『藍印戸口』問題的思考」、『人口与経済』、

２００１年第６期を参照。

（３３）班茂盛・祝成生「戸籍改革的研究状況及実際

進展」、『人口与経済』、２０００年第１期を参照。

（３４）『中国検察報』１９９４年１月３０日；王建民、胡 

編著『中国流動人口』、上海財経大学出版社、１９９６

年、２６３頁。

（３５）前掲王海光「当代中国戸籍制度形成与沿革的宏

観分析」。

（３６）前掲『手冊』（第一巻）、１９６頁。

（３７）同上、１９７頁。

（３８）『人民日報』、２００１年６月１８日。

（３９）２００２年現在、石家荘市の常住人口は２１１万人と

なっている。前掲『中国人口統計年鑑』、２５５頁。

（４０）石家荘市の事例について、王文録「人口城鎮化

背景下的戸籍制度変遷――石家荘市戸籍制度改革

案例分析」、『人口研究』第２７巻６期、２００３年１１月、

及び中国研究所編『中国年鑑』２００４年版、２００４年、

１６２～３頁を参照。

（４１）前掲『中国人口統計年鑑』、２５５頁。

（４２）The World Bank, World Development Indica-

tors, 2004.

（４３）深 市の事例について、前掲『中国第一証件

――中国戸籍制度調査手稿』、２８４～２８６頁を参照。

（４４）同上、付録１、２９２頁。原資料は新華通信社『国

内動態清様』、１９８８年６月３日、第１４７５期。

（４５）鄭州市の事例について、『河南商報』２００１年１１

月４日、『中文導報』、２００４年９月２３日を参照。

（４６）『人民日報（海外版）』２００４年１０月８日付。

（４７）蔡 主編『人口与労働緑皮書２００２年：中国人口

与労働問題報告――城郷就業問題与対策』、社会

科学文献出版社、２３３頁。
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